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令和７年６月４日                    

豊橋医療センター 

件 名 庁舎電力(交流3相3線式、供給電圧6,600ボルト) 質問書【回答】 

番号 質  問 

１ 

・入札書記載の日付をご指示願えますか。 

 

→作成日の日付をご記入ください。 

２ 

・ご提示いただいた入札書及び契約書単価設定が時間帯別のメニュープランと

なっております。弊社としては季節別プランで応札希望ですが時間帯メニュー

は必須でしょうか。弊社にて修正してもよろしいでしょうか。 

 

→各社の比較が出来なくなるため、書式の修正はしないで下さい。 

３ 

・入札内訳書内のただし書きに「上記内訳は参考とし、各社の算出方法に基づ

き適宜修正してください。」とありますが、端数処理の対応も任意でよろしい

のでしょうか。 

 

→別紙-2の2の下に記載のとおり、端数処理については、東海管内の一般電気 

事業者が定める特定規模需要標準供給条件によります。 

４ 

・入札内訳書は入札時に提出は必要でしょうか。 

・入札内訳書の提出が必要な場合、入札書と入札内訳書は割印をする必要はご

ざいませんか。また、ホチキス止め・袋とじ・書類を重ねた状態でずらして押

印など、ご指示はございますでしょうか。 

 

→必要です。 

入札書と入札内訳書を袋綴じした状態で割印をご捺印ください。 
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５ 

弊社は環境配慮の観点等により、紙請求書を廃止し、完全電子化へ移行いたし

ました。 

お客さまにはWEB上の『お客様ページ』にて請求書（施設ごとの内訳書アリ）

を確認・ダウンロード・印刷して頂くことになりますが、ご了承いただけます

でしょうか。 

また検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただいておりま

す、毎月の受電月報（30分データ）の提供は、WEBからのダウンロードにて可

能ですのでよろしくお願いします。 

 

→承知いたしました。 

 

６ 

※燃料費等調整について 

落札後の契約時において燃料調整を行わないプランでご契約することは可能で

しょうか。 

・その場合、契約締結に至った際には契約書は弊社様式でのご対応は可能で

しょうか。 

 

→落札後に協議することは可能です。また契約書の書式は当院のものを使用し

ます。 

７ 

契約に至った場合は、現行（入札時点）の燃料費等調整の算定諸元をご契約満

了まで適用させていただきますがご承諾いただけますでしょうか。 

※算定諸元とはその月の燃料費等調整額の算定に用いる数値および算定式の事

であり、ご契約満了まで燃料費等調整額（〇．〇円）を固定するお願いではあ

りません。 

※契約書への追記や別紙、覚書によるご対応を想定しております。 

 

→落札後に協議することは可能です。 

 

８ 

 

中部電力ミライズの負担軽減策は国の施策ではございませんので弊社は対応い

たしかねますがご了承いただけますか。 

 

→承知いたしました。 
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９ 

支払に関する記載がございましたが、請求書受領後30日以内にご対応いただく

ことは可能でしょうか。 

今回のご契約における月々のお支払いは、お振込でしょうか口座振替でのご対

応でしょうか。 

 

→承知いたしました。 

口座振替での対応となります。 

１０ 

契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移

設・変更、受電設備の新設など、電力の契約に影響するような工事予定がある

場合、対象施設と工事内容を教えてください。 

 

→現地点では予定はありません。 

１１ 

SW切替の際必要となりますので、現在の供給者を教えていただけますでしょう

か。 

 

→株式会社 藤田商店様です。 

１２ 

 

現在の契約電力をご教示いただけないでしょうか。 

 

→９０８ｋｗです。 
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１３ 

落札後、契約内容に関する協議にはご対応いただけますでしょうか。 

 

→協議することは可能です。 

１４ 

・検針日を教えてください。 

 

→毎月１日です。 

１５ 

請求書をwebで取得などが可能な場合、請求書への押印は必要でしょうか。 

 

→不要です。 

１６ 

内訳書について、ピーク(重負荷)については、ご使用がないとの認識で差支え

ございませんか。 

 

→貴見のとおりです。 
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１７ 

ご契約の方法については、季節区分と時間帯区分、金額が安くご提示できるの

であれば、どちらの区分でご契約いただく事も可能でしょうか。 

 

→可能です。 

１８ 

委任状について、本社の社員が代表の代わりに、入札書の作成などをさせてい

ただく場合は必要となりますか。 

 

→貴見のとおりです。 

１９ 

・【燃料費等調整単価について】 

仕様書2.（14）「供給者の定める約款の規定による」とございますが、事前に

電気供給約款の提出は必要でしょうか。 

 

→特に提出を求めてはおりませんが、可能であればご提出下さい。 

２０ 

【政府の電気料金支援について】 

電気・ガス価格激変緩和対策措置や酷暑乗り切り緊急支援などの政府の支援政

策が再度実施されることとなった場合、弊社では燃料費調整単価からのお値引

きではなく、別項目を設けてのお値引きとなります。ご了承いただけますで

しょうか。 

 

→承知いたしました。 
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２１ 

・【請求書の発行について】 

弊社では仕様書や契約書（案）に記載がない場合、供給施設内にご入居されて

いる企業様に対して分割して請求書を発行する事が出来ません。供給地点特定

番号毎の請求書発行となりますが、ご了承いただけますでしょうか。 

 

→承知いたしました。 

 

２２ 

【料金の請求について】 

弊社では、計量結果の報告（通知書）を請求書に記載しているご利用の内訳で

替えさせて頂いております。検針結果等の通知書を請求書発行前に別途行うと

いった対応は行っておりませんが問題ございませんでしょうか。また、検査合

格後の日付にて請求書の再発行は致しかねますのでご了承いただけますでしょ

うか。 

 

→承知いたしました。 

 

２３ 

【みなし小売電気事業者独自のお値引きについて】 

みなし小売電気事業者が独自に設定しております負担軽減策（燃料費調整単価

からのお値引き）については、弊社では適用出来かねます。ご了承いただけま

すでしょうか。 

 

→承知いたしました。 

２４ 

【自家発補給電力について】 

入札内訳書に「基本料金の使用月・従量料金の定期使用夏季・定期使用その他

季・不定期使用夏季・不定期使用その他季」の各単価記載欄がございません

が、落札後に提示するということでよろしいでしょうか。 

 

→それぞれの記載欄に単価を記載してください。 

記載すると、従量料金欄に金額が算出されます。 
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２５ 

当該地域を管轄する旧一般電気事業者が定める約款等の変更、経済情勢の変

動、天変地異、法令の制定または改廃その他著しい状況の変化等があった場合

に契約単価変更の協議に応じていただくことは可能でしょうか。 

 

→協議をすることは可能です。 

２６ 

・現在契約中の電力会社からの請求書を開示いただけますでしょうか。 

 

→写しについては、当院の情報公開窓口である事務部管理課に法人文書開示請

求を行って頂く必要がありますが、口頭等で必要な情報のみをお伝えすること

は可能です。 

２７ 

・自家発補給契約に関しまして、現在の契約種別は「業務用自家発補給電力」

でよろしかったでしょうか。 

 

→貴見のとおりです。 

２８ 

・仕様予定電力量の9月分にピーク時間の入力がありませんが、昼間（夏季）に

含まれているという認識でよろしかったでしょうか。 

その場合、その数値を開示いただけますでしょうか。。 

 

→貴見のとおりですが、含まれているため、数値的には明示できません。 

 


